
国
立
国
会
図
言
館
所
蔵
の
横
井
寛
編
「
内
務
省
免
許
全
国
医
師

薬
舗
産
婆
一
覧
」
（
以
下
「
免
許
医
師
一
覧
」
）
は
明
治
一
五
年
六
月

の
発
刊
で
、
医
制
に
基
づ
き
明
治
八
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
医
術
開

業
試
験
（
旧
試
験
）
合
格
者
、
明
治
一
○
年
の
内
務
省
乙
七
六
号
布

達
に
よ
る
奉
職
履
歴
医
、
大
学
医
学
部
卒
業
に
よ
り
内
務
省
免
状

を
下
付
さ
れ
た
医
師
が
イ
ロ
ハ
順
で
、
免
状
番
号
三
○
四
六
番
ま

で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
館
に
は
、
そ
の
後
追
録
版
と
し
て
発
行

さ
れ
た
二
号
（
一
五
年
二
月
）
、
四
号
（
一
七
年
七
月
）
が
所
蔵
さ

れ
て
お
り
、
二
号
に
は
三
四
一
七
番
ま
で
、
四
号
に
は
四
一
六
○

番
か
ら
五
○
三
七
番
ま
で
の
内
務
省
免
許
医
師
が
掲
載
さ
れ
て
い

つ
（
》
Ｏ

す
で
に
同
「
免
許
医
師
一
覧
』
と
追
録
版
二
号
を
基
に
、
赤
祖

父
一
知
先
生
が
一
九
九
三
年
に
、
石
川
県
関
係
の
内
務
省
免
許
医

45

明
治
前
期
に
お
け
る
医
師
試
験
制
度
と

奉
職
履
歴
医
に
つ
い
て

樋
口
輝
雄

師
に
つ
い
て
ご
講
究
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
明
治

一
六
年
の
「
医
師
免
許
規
則
」
の
布
告
に
伴
い
、
一
七
年
よ
り
現

在
に
続
く
医
籍
の
編
制
が
行
わ
れ
た
が
、
翌
一
八
年
七
月
に
は
、

①
旧
試
験
合
格
者
（
明
治
八
～
一
六
年
）
②
東
大
医
学
部
卒
業
生
．

外
国
医
学
部
卒
業
者
、
③
奉
職
履
歴
医
ら
の
所
持
す
る
医
術
開
業

免
状
の
返
納
と
新
免
状
交
付
を
達
し
、
一
年
以
上
遡
及
し
た
一
七

年
五
月
付
で
新
医
籍
へ
の
登
録
が
行
わ
れ
た
。

『
免
許
医
師
一
覧
」
の
凡
例
で
は
、
「
此
書
ハ
内
務
省
衛
生
局
ノ

御
許
可
ヲ
蒙
リ
同
局
御
備
付
ノ
名
簿
ニ
拠
り
編
輯
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ

リ
」
と
記
し
て
い
る
が
、
同
書
を
基
に
免
状
番
号
順
の
名
簿
を
作

成
し
、
明
治
一
七
年
七
月
ま
で
の
奉
職
履
歴
医
（
試
験
ヲ
要
セ
ズ
其

履
歴
ヲ
以
テ
免
状
ヲ
付
与
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
）
の
氏
名
を
集
計
し
た
。

基
礎
資
料
と
す
べ
き
『
免
許
医
師
一
覧
」
三
号
が
国
会
図
書
館
に

は
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
死
亡
者
等
は
欠
番
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
正
確
さ
は
期
し
が
た
い
が
、
『
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
」
『
内

務
省
衛
生
局
報
告
」
二
六
冊
と
、
爾
後
『
官
報
』
に
掲
載
さ
れ
た

旧
試
験
合
格
者
と
大
学
医
学
部
卒
業
に
よ
る
医
術
開
業
免
状
授
与

者
三
六
六
六
人
の
氏
名
を
対
校
資
料
と
す
る
こ
と
で
、
『
免
許
医
師

一
覧
」
の
免
状
番
号
等
に
関
す
る
誤
植
の
訂
正
と
奉
職
履
歴
医
の
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人
数
、
免
状
下
付
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

名
簿
の
作
成
な
ら
び
に
集
計
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
内
務
省

の
原
簿
で
は
同
一
番
号
が
複
数
の
者
に
重
複
し
て
い
な
い
こ
と
、

ま
た
、
免
状
の
下
付
年
月
日
に
従
っ
た
番
号
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
た
が
、
前
記
「
内
務
省
衛
生
局
報
告
」
と
対
校
す
る
と
、
内

務
省
の
原
簿
上
同
一
番
号
が
重
複
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
者
が
一

一
名
い
た
。
未
見
の
『
免
許
医
師
一
覧
」
三
号
は
、
明
治
一
六
年

一
二
月
頃
発
刊
、
旧
試
験
合
格
者
と
大
学
卒
業
者
七
五
二
名
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
筈
で
、
そ
の
う
ち
同
一
番
号
が
数
箇
所
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
集
計
す
る
と
、
一
五
年
六
月
発
行
の
『
免
許
医
師
一
覧
」

に
掲
載
さ
れ
た
奉
職
履
歴
医
は
九
九
一
名
、
二
号
で
は
一
五
名
、

四
号
で
は
三
一
四
名
で
総
計
一
三
二
○
名
で
あ
っ
た
。

明
治
一
五
年
一
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
旧
刑
法
二
五
六
条
に
は
、

「
私
二
医
業
ヲ
為
ス
罪
」
と
し
て
「
官
許
ヲ
得
ス
シ
テ
医
業
ヲ
為

シ
タ
ル
者
」
に
対
す
る
罰
則
が
明
文
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
前
年
の

一
四
年
一
二
月
ま
で
に
免
状
を
下
付
さ
れ
た
奉
職
履
歴
医
は
総
計

九
八
八
名
で
あ
っ
た
。
免
状
の
下
付
時
期
に
つ
い
て
は
、
内
務
省

達
が
布
達
さ
れ
た
明
治
一
○
年
八
月
か
ら
二
年
四
月
ま
で
の
六

か
月
間
に
五
○
○
名
余
に
免
状
が
下
付
さ
れ
て
お
り
、
当
初
は
公

立
病
院
関
係
者
、
次
い
で
、
菅
原
思
朗
（
免
状
番
号
四
五
四
番
）
、
奥

山
虎
章
（
同
四
五
八
番
）
、
石
黒
忠
息
（
同
六
七
六
番
）
、
永
松
東
海
（
同

六
八
四
番
）
等
陸
海
軍
関
係
者
の
名
が
あ
っ
た
。
な
お
、
東
京
都
公

文
書
館
所
蔵
資
料
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
内
務
省
衛
生
局
長
で
あ
っ

た
長
与
專
斎
は
一
五
年
二
月
三
日
付
で
内
務
卿
山
田
顕
義
宛
に
免

状
下
付
を
願
い
出
、
二
月
一
○
日
付
で
免
状
が
下
付
さ
れ
て
い
る

（
免
状
番
号
三
○
○
一
番
）
。

「
免
許
医
師
一
覧
」
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
履
歴
医
は
そ
の
殆
ど
が

一
六
年
一
二
月
の
内
務
省
達
．
○
年
以
後
奉
職
セ
シ
者
卜
錐
モ

該
達
二
比
準
ス
ヘ
キ
者
ハ
特
別
ヲ
以
テ
志
願
ニ
依
り
直
二
医
術
開

業
免
状
可
致
授
与
」
と
の
特
例
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
達

で
は
出
願
期
日
を
一
六
年
一
二
月
と
定
め
な
が
ら
も
、
「
医
制
八
○

年
史
』
に
記
載
さ
れ
た
「
第
七
表
医
師
数
」
で
は
、
明
治
一
七
年

に
は
奉
職
履
歴
医
一
六
四
○
名
と
な
っ
て
お
り
、
一
七
年
七
月
以

降
、
な
お
約
三
二
○
名
に
下
付
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
内
務
省
の
事
務
処
理
上
の
単
な
る
遅
延
か
ど
う
か
は
判
然

と
し
な
い
。
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